
令和８年度袖ケ浦市郷土博物館実習生受入要項

１　趣旨　
博物館学芸員資格取得を目指す学生に対して、博物館法施行規則第２条に定める「博物館実習」の機会を提供し、後進の育成を行うために博物館実習を受け入れることとし、この要項を定める。
２　実習期間　令和８年７月２３日（木）～８月７日（金）の内１０日間
　　　　　　　　※諸事情状況により、期間等に変更が生じる場合があります。
３　受入人数　５名まで
４　対象　

　下記の条件を満たす者とする。
（1） 博物館学芸員に必要なその他の科目を修得済み又は修得見込みであり、大学が適当と認めた者。

（2） 当館の定める実習期間に実習可能であり、卒業後の進路として学芸員を志望する者。

（3） 袖ケ浦市または近隣市町村出身者。

５　申込手順　

（１）博物館実習申込書（別紙様式１）により、郵送により申し込んでください。提出期間は、令和８年３月３１日（火）まで〈必着〉。受入人数に満たない場合は締切後も受付を継続します。
（２）申込書を受領後、電話にて意思確認をさせていただき、内諾とします。
（３）大学から依頼文の提出をお願いします。

提出期間　令和８年４月１日（水）から４月３０日（木）
（４）決定通知を大学及び実習希望者に送付します。
（５）実習期間約１月前に詳細スケジュール等を実習生に送付します。
※月曜・祝日の翌日は休館

６　その他　・実習中の事故については当館では責任を負いません。

　　　　　　・実習期間中の欠席・早退・遅刻についての扱いは大学の判断に委ねます。
・実習料は無料です（ただし、実習の内容により、経費負担が必要となる場合があります）。
・実習日数が大学の規定を満たさないときは、ご相談ください。
７　問い合せ先　　袖ケ浦市郷土博物館　
　　　　　　　　　 〒299-0255　千葉県袖ケ浦市下新田１１３３番地
　　　　　　　　　 電話　0438-63-0811　　FAX　0438-63-3693
